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わが国企業の海外にj示ける社会還元行為

メキシコおよびブラジノレの実態調査

夫推井按

わが罰ではラ企業の社会的責任が伺われてから， 73年

'.l月に経済同友会が提言した『社会と企業の相互信績の

確立を求めて』［注2）を皮切りに各団体や個々の企業主：数

多くの提言・大会決議，報告，行動規準を発表してきた。

そして司企業はそこに鳴われている諸々の社会貢献プ口

グ弓ムを実施すべく社会関連主主とか地域社会部など告と社

内に設置しはじめた。また．企業利益の「社会還元jを

実泌するために，多くの会社が財Blをi設立したり，社会

還元費用を利益から計上したりしてL‘る。

しかしながら，こうした社会還元は，日本国内の地域

住民や株主向げだけではない。わが国産業の国際的）護衛

とか経済協力，援JljJのなかでの海外投資という名のもと

に国際化するわが湾企業にとって，こんどは外国の社会

に還元することも長期的にみてきわめて重要になってき

ているの 113財閥グループや一部の会社がγメリカの一流

大学lこ「利益還芯」というととで寄付しているのもそのひ

とつであるο このような社会還元はいよいよ現地法人に

上るものがめだつようになってきた。すなわち．わが盟

企業の海外現地法人設立に｛半L、，その現地法人から生ず

る利益の一部会その受入れ同社会に還元するのである。

アメリカの多l;i;:l籍企業の場合，とくにラテンアバリ

カにおし、て削年代前半から国有化の波にさらされ，投資

受入れ倒との紛争や摩擦の同遊策としてやはり利益の現

地社会還元ということを考えはじめた。アメ IJ：力で“仁0ト

戸｝rateexternal affairs”とか“ Publicaffairs involve-

ment”とヤった；耳慣れない言葉が使われはじめたのもこ

卯 10:q－ぐ「汁、のことである。海外投資の歴史の古いアメ

リカで与えこのような状態であり，まして｛量発投資凶と

しての臼フドがこのiiiiで遂れてし hても少しも不慾畿ではな

いのである。

Ui l) 

～52ベーン。

「海外f十j場J]24遣を 268¥} (1974年 2Ji) 51 
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4:調在の日的

メcj・・ '/ Cl における日系企業の社云；＇,R7己行為

ソラジノレにおける日系企業の社会還元行為

ラテン 7メリカにおける欧米系企業の事例

要約と今後の検討事引

o・ l子円ーゲ

イギリスのゼロッケス（RankXerox）干上では， 1972午命

に社会奉仕のための符給休職制度を設けて‘同社の人材

・資金を社会奉仕のため提供してし、る。この制凌の適用

を受けて活動~行なうためには，（i"li"i＂法的な仕事である

こと，ゆ他人への奉仕必であって白己教育でないこと.＠

非常利的であること，④非政治的であり，反宗教的でた

いとど‘という条件が満たされなければならなし～ 74午

羽在， 10人ほどの社はが選手写され6カ月の有給体殺にな

って符向が提案した仕事，たとえば関連ナイジzリア限

療1晦設，j¥-凶iへの参加．小つf：校の電算機イロゲヲミ Lゲ教

背研究グル…ブ。への参加などで専門/f'0t:i:Wr,i"をJj－えてき

℃いる。との制度の実施が同社のイメージr、ソフ。につな

がることは、当然であるが，統轄責任者は，従業員対策の

観点泊、lらもこの制度の価値を認めている。

ー札イ，If"リス IBM(IBM United Kingdom）社で

は， 71，司てに慨界中の IBM各社に先がけ‘て対外問題対策

部を』役け，企業PR，広告活動とともに社会奉仕活動の

強化にプJを入れてu、る。 1:/lE対策費JIの部長は， 「イギリ

ス IBMは社会道徳と企業利益がまったく結びついてい

ると確信ナる。どんな投資にも危険はっきものである。

しかし，社会的資任告と無視して活動する企業は暗L、将来

に凡舞われることになろうJと述べてし、る他1）。
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Ⅰ　本調査の目的
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（花2〕 全文は， 「週刊東洋経済』 〔磁時矯干の

3772号（1973年11月14日） 142～144ベージ。

I 本調査の目的

わが国経済協力のなかに占める民間ベース経済協力，

すなわt-,DACのいう「その他政府資金の流れJと「民

間資金の流れ」の総額は，きわめて大きな割台になって

いる。 1975年におけるわが国経済協力28億9010万ドルの

うち，上記民間ベース経済協力は17億4240万！と、ルで約G

割に達している（注1）。

また，かつて産業構造審議会が「70年代わが国通蕗政

策のあり方」を71年に中問答申したとき， 1980年の海外

投資累計額を315億ド、ノレと推定していた（注2）。答申当時の

70年の累計が35億ドルであったから大変な増加予想であ

れ投資受入れ国との投資摩擦は不可避であるというこ

とになった。そこで考えだされた対処策のひとつに海外

投資行動指針（ガイドライン，コード・オブ・ピヘイピア〕

の策定があった。これは，アメリカからの投資に悩まさ

れたカナダが政府版外資行動指針（住むを発表したことに

刺激されたものである。そのあと，わが闘の場合は，経

団連ほか5団体が『発展途上国に対する投資行動の指針』

（注4）を発表し，その実施団体として「日本在外企業協会」

が設けられた。

その後の新しし、産業構造審議会の予測によれば，海外

投資は，許可累計ベースで， 1980年が354億ドル， 1985

年が800億ドルとなっており，このうち発展途上国向け

投資が約7割とみても，経済協力のなかで海外投資が占

める割合は将来ともかなり；たさなものになることが考え

られる（注5）。

この民間ベース経済協力が相手霞に与える効果の評価

については，主に当該事業が経済面で与える効果を中心

にとりあげられてきた。しかし，最近では，進出企業が

行なう周辺地域，周辺住民に対する社会還元行為および

それらを通じた社会面での開発効果が強く窓詳説されるよ

うになってきている。

また，企業としても，進出企業が利益を現地で還元せ

ずに不当な利益をあげているとの批判があるところか

ら，現地社会への還元を真剣に考えるようにな円てきて

いる。土記の『発展途上関に対する投資行動の指針』の

第9項目も，受入れ国社会との協調，融和をとりあげ，

受入れ国の環境保全，教育・福祉への貢献，地域社会と

の融合をうたっている位6)0 

一方，わが国政府も，わが閤企業の海外における社会
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還元行為を奨励し受入れ留の期待によ P一層添う方向

でj舌動を行なうよう企業を指導していこうとしている。

たとえば，国際協力事業団の業務として，開発事業本体

に付随して必要な関連施設整備事業（道路，港湾，病院，

’学校‘教会など〕；こ対する長期，低利の融資，およびそ

れに必要な調査・技術指導の制度を設けたのも，このよ

うな必要性に対応するための施策のひとつである。同事

業団は， 52年3月までに，このような事業に対し 59億

7100万円の融資を行なっている（注7）。

今後，わが国企業の海外における社会還元行為を推進

していくためには今上記事業団の融資制度の有効な活用

を考慮しつつ，わが国政府と企業とが協カしてその実態

を十分に把握していく必要がある。これまで，この面か

らの本格的なアゾローチはほとんどなしわずかに，古t
i引の日本在外企業協会が「投資行動指針Jに隠するIi演守

状況を調べる目的で派遣した現地調交問が，同指針項円

第9 「受入国社会との協調・融和Jの状況について調査

した程度である(/18）。したがって，社会還元行為の実態

についてはなお不明な点が多かη たc

こうした状泌を背景として，昭和以｝年以来，外務省経

済協力局開発協力課が中心となって，この問題に関する

調査，研究をはじめてきた。この調査の目的は，海外に

おけるわが悶民間企業の社会還元行為のあるべき姿，お

上びそれを基lこした行政指導のあり方などにつヤてさぐ

り，これらを通じて国際協力事業団の融資業務の効率的

推進を含めて，民間ベース経済協力の一層の質的改善を

はかることである。この目的達成のため，調査にあたっ

ては在外公館，民間調査研究機関などの協力によりつつ，

わが国企業が海外で行なってν、るおー会還元行為の実態，

受入れ慢の評価および期待の内幸手，わが国民間企業の考

え方などを実証的に分析していくことになっている。

外務省は，昭和51年度に世界経営協議会（前の日本シ

オス協会〉にこの調査を委託し，このほど調査報告書を

まとめた（注約。この年度に対象とし℃とりあげた同は，

メキシコ，ブワジル，マレーシア，タイ，インドネシア

であった（注10）。筆者は，この調査に参加してメキシコと

ブラジルを担当 L. 76年6月から 8月にかけて日本の親

会社およひ現地の子会社の実態調査を行なった。上記載

告舎は受託者たる｜世界経営協議会から外務省に提出され

たが，一般の利用者があまりアクセスできないので，今

回メキシコとブラジルについては本稿でその要約を試み

るとととした（注11)。

（注 1) 通産省 r経済協力の渓状と問題点， 1976』



Ⅱ　メキシコにおける日系企業の社会還元行為
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通尚産業調査会 1977年 162ベージ。

(ll2) 産業構造審議会『産業構造審議会中間斧ff1

－一一70年代の通商産業政策の某本 Jjj(,J ( t L、かにあるべ

雪か』通産省 1971年 5JI i伸ベーン。

(It :~) 令："¥ti土， 似ii'＇耳lY、・ ii[日出主怠号訴 J!1主際投資

ガイドラインリ3』 （経済協力i間1fftH60）アジア経済

研究所 1976{1：ゐ 7:l’←ン。

(I主4) 全文は仏，JI: ,ll 111～112、ーシ。

(/l 5) 通産有 T1’＇1':Xe構造の長期ヒショノ， fl（｛手r:51

年度版』通尚産業調•i"ii'. 1曾76年 178ペ シ。

〔f主6〕 十正予1・干i1n iii,, 1lfi斜計 112ページ c

(/17) この数’Fには， fol司王莱ドオiこHIfr ＇れる百 1Jの

海外貿易開発協会の事業が台まれて L、る。なれ，この

事業については，凶際協｝）事業i'i1社主潟発協力部『社

会開発投融資利用の f-,JI』1975年 20ベージを参照。

（れ：8) J,Jj協会の;j)/1,i年同点、kt象とした｜司は，フィワ

ピン，タイ． rレーシ γ司 シンプJ ,)o ・-/c，インド午、、ン

ア，斡同，再港， fl／￥＇，；，イラノヲブラシノし Z；よぴメキ

ンコであり，そのそれぞれに報告おが発表されている。

関連 )11j/f丈献としては，原智子、編『東i千・1・1ジア諸国

の福祉政策と国際協力』アジア終済研究所 1977什ー

232ベージ，がある。

アメリカでは，かはり古iJからこの分野のアゾロ一千

l士活発lと行なわれているが， t勺文献it次のとねりで

あるn

Basche, l R., .Ir., Integrating Foreign Subsidia・ 

ries into llost Countries, New York, The Confer-

ence Board, 1970. 

｝くleppe1, A. and 1‘F旬 Harri只， AnnualSu門

C,仰．ρ，》γ・ateC“ntributi刊n‘ザ’ NewYork, The Confer・ 

ence Board, 1976. 

Bursk, E. C., C. Quintanilla, and others, jt. eds., 

The l'vlanagement of International Co，アorateCit-

izenship, Washin再ton,D. C, 1976. 

Corporate Exte門川JAffairs; Blue-print for Sur・ 

t’ival, New York, Business Inteγnational Corp., 

1975. 

Stanford Research Institute, The Impact of For・ 

eign /n11estmerit <~( the l'vfe:rican Jtcoriomy, Palo 

Alto 1976. 

(i'l:9) 『わが凶民間企業の海外における社会選元

行為の実態調査に関ずる謝交1irH守番』役界経話協議会

19771f: 190川一ジ。

その概姿については，次の三つが公表されている。

松涼吉 郎（前外務省錫発協力課公） 「発展途と国

！とれげるわが国企業の社会還元行為JGr国擦凋発ジャ

ー十ル』 254弓 1977年7月） 75～84ベーシ。河jヒ1専

行（前外務省i規発協力課〕 「海外におけるわが国民間

企業の社771宝石行為」（W経済と外交』 1976年10月号〕

57～61 ・ーシゎ料）！＇T在犬「海外進出日系企業はこうし

て社会還元していろ」 （『日経ピジ久スJ 1977年 6月

6口号） 46～48ベーン。

(HJO) 明和52"1,二！支は，伺じ調査目的で，ブイザピ

ン，ンンブf，十一／ン， λ プア・ニューギニア， イランお

よび斗イシニりブをとりあり，調査を行なゥている。

( (Ell) なお，実態調査は，世界経営協議会研究調査

部1,:1ぷ当待）め青戸数Jc.::とともに行なったものである。

IT メキシコにおける臼系企業の社会還元行為

1. 社会還元行為r：：対するメキシコの要請

一般に， メキシコ人は体遺iをゑ：んじる誇り高い民族で

ある。したがって，外向投資家に対して，その利益の....

郊を社会；ニ還元十るよ弓自九求めるようなことはほとん

どなヤη

しかし，メキシコ政府は外国系企業に対してのみなら

ず，自国の地場企業に対しても，従業員に対する「プリ

ンジ・ベネブイ、ソトJのひとつとして事実上の社会還元

を強制しているとし、う見方もありちるのたとえば，会社

i士法人税のほかに，税引有力利益の 8%を従業員に分自己し

なければならなL、ことになっている。このほか住宅税（給

与支払額の 5%〕，教育税（給与支払額の 1%），社会保

険料の企業者負担（給与支払額の約10%相当〕などもJllj

途徴収される。このようにみると， 元キシコでは法人税

務が潟際的にみて低い代わりに，所得再配分支出が大き

いとL、弓ととができる。

酒家外国投資委員会（Comisi凸nNacional de Inver-

siones Extranj♀ras）の秘書長であるカラーザ（Francisco

Caraza) fl:｝ま， インタピューにrt、えて，「外国投資家は，

ネ士会還元を考える前iこ‘政府の再再発政策iと却した投資そ

のものが(PIであるかを考えるべきであり，利益を還元す

る分野（たとえばインプラストラクチ1γ）があれば，

その資金をその分野への外国投資自体に使用すればよ

し、j と言tll.明している。

また，科学技術庁（Con甜 joNacional de Ciencia y 

’l'ccnolo日ia、絡称 CONACYT）計画局次長の内 fオ

ン千工ケ（Miguel¥Vionc問 k）氏もまた， 「外国投資家
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投資企業名

第 1；表日 系 1' 
斗L 業 全l: 会の

現地企ネ名

〔メキシコ〕
各 社・各 団 体 l各現地企業， m体など60
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Howa do Brasil 
Yaohan do Brasil 
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石川 島 裕 磨 重 工 業 IIshikawajima do Brasil 

小凶六写真・大倉尚挙
東 京銀行
日本発条ほか 3社

ーーミナス・
ジェライスーー

日本ウジミナス
三 Jjc 物産

Cia. Brasileira de Filmes Sakura 
Banco de Tokyo-Rio de Janeiro 
Cia. NHK-Cimebra 
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（出所） 現地調査κよる。
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社会還元行為のタイプ
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o I I . I ¥ I ｜日本メキシコ河国の官民合同による「日妻学院」建設に一括寄付（日本
I I I • I I I 政府も総工費の一部を拠出）。
Io I I I I I ｜メキシコ・中米・カリプ海地域訓練センターをメキシコに設立し，ネi外
I I I I I I ｜からの受入れを計雨。

o Io I I I I I I Io I E場周辺の道路整備に資金・労働力で協力。日本のサントリー美術館の
1 I I I I I ｜美術品を自社負担で展示。運動場を市民に開放。ラーメンのくず（良質

！メりケン粉）を地元養豚場iこ常時寄付。
。｜赤十字に一般薬品，抗生物質，それに要する大型冷蔵庫を寄付。近隣性

民lこ寄生虫，姻虫駆除薬品を官付。日本からの輸送用木箱を寄付（地元
民が家具に佼用）。

「-:iI -m気ガス分析センターを創設，高地メキ、／コ・シティの公害対策に貢献。
大規模な社会スポーツ・センターの構想あり。従業員子弟に奨学金支給。
輸送用木箱を寄付（市民が家具lζ使用）。

。 IoI小学校lζオルガン 500台を寄付。感化院にエレキ・ギターなどを大量に
寄付。身障児保護院や区役所などの文化前動i乙対してオーケストラを派
直。文部省の音楽教育推進に直持協力。

。｜連邦政府の商工省の高圧ガス取扱い基準っくりに 1U接協力。
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0101サンパウロ大学日本文化会館建設資金を一括負tA.C日本の経団連も別途
｜負担n。

小学校を建設，寄贈。税引後誌の10%を社会事業積立金に。
サンパウロ市内に日本本社から歩道橋を建設，寄付。
プラジノレ各州進出による陸上競技大会の主催。新進岡家の作品を買上げ。
テニス・コートを一般に開放。
日本人移住者の援護協会Ir:医療器具を寄贈。
,Jj 1ζ大型ブルドーザーを寄付。
サンパウロの日本文化協会奨学金に一助。
市氏ブーんを建設，寄贈。社長交代披跨パーティーをやめ，’代用全額を
サンパウロ大学などに寄付。
技術訓練センターを地元工業高校の教育に使用させる。
技術教習センターを公開。
各小中学校の学校祭，鼓笛隊，市役所公務員の祭などにかなりの食料品
を随時寄付。
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0101技術訓練センタ一公開の構想。サンパウロ大学に造船技術フィルムを寄
贈。地元はJ黒板，机，椅子，鉄線，ユニフォームなどを寄贈。工場近隣
住民の家屋を修理，孤児院に寄付。ゴルフ場の橋，野球場のネットを建
設，寄贈。

01地元住民の医療に協力。孤児院に寄付。
0 l現地の銀行協会を通じて常時寄付。
OI街灯などの公共施設を建設。

I I 0 i体育館を建設，市崎贈。
I o 日本庭園を施工，市に寄贈。

I IO I体育館を建設，市に寄贈。会社のサッカー場をカーニ吋場明。
｜ 市立図書館に図書購入費を寄付。市立公園1.：：ベンチを設置。

Lo l日町句竺史的~:iJ/i)rlC.lH
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は社会還元を考えるよりも， a吐三産能力の拡張，②資本

蓄積，⑨技術向上，④輸出能力の拡大に寄与する事業そ

のものを行なうべきであり，そのようなことこそが社会

のニーズに応えることになる」と答えている。ウイオン

チェケ氏はまた， 「ア Jリカとメキシコの摩擦の歴史は

長く被雑であるが‘日本とメキシコとの問では政治的な

敵意の存在は考えられず，摩擦問避のために社会還元を

行なうという発想、は必要ない」と述ベーている（注 1）。ただ

しかりに社会還元を行なうとすれば，①学校，⑨訓練

センター，＠専門家派遣，④奨学金などが好ましく，⑤

インフラストラケチュアについては， バキシコ政府自体

が整備i十る，との返答であった。

さらに，メキシコ・シティ社会局長（Director-General

de Servicios Sociales）のピジャレアル（OscarH. Villa-

real）氏もまた， 「メキシコ・手ティにおける fl系企業

が社会還元を考える必要はなャが，技術トランスファー

に資する訓練センター建設は大いに評価するJと述べ，

ドイツ政府がメキシコに設立した InstitutoMexicano-

Alemanのようなセンターがずf主しい， と指摘してヤ

る。

以上散見しうるとおり．政府要人は，表而的には外資

による社会還元行為を求めることはほとんどないくもっ

とも，政府要人の夫人などが，個別案件で日系企業に寄

付などを要請してくることは頻繁のようである〕。上記

のように誇り高く，耐子を重んずるメキシコ人ではある

が，治在的にはかなり要請がありそうである。この点に

ついて，tEメキシコのアメリカ人は次のようにみている。

すなわち，たとえばエンサイクロペディア・ブリタニカ

の子会社 EBESA(Encyclopaedia Brit如i田 Educa-

tional, S. A.）の社長であるへイズ（B.A. Hays）氏は，

「メキシコの産業，とくに外国企業は，今後ますます地元

社会のニーズに直接貢献することを，メキシコ政府とメ

キシコl行氏一般から期待されることになろう。こうした

ニーズにもっとも有効かつ普通的なもののひとつが，教

育の分野であるjとしている。また，アメリカ州大学（Uni-

versidad de l削 Ameγicas）の学外活動を行な勺ている

大学研究センター（Centrode Estudios Universitarios) 

の所長である，j，ジソ L (Jacqueline Hodgson) ／.（~は，

「企業は， メソセンジャー・ボーイから重役に至るまで

労働生産性の向上などに努力すべきであるj とし，教育・

訓練センケー設置の意義を説U、ている。

以上のような状況からして，実際に還元行為を行なえ

ばそれなりに滞価は尚炉ので， j待在的には需要はかなり

122 

あるものと考えられる。

2. わが国企業による社会還元行為の概念と性格

メキシコの投資環境をみると，①日系企業による利益

が少ないこと，②メキシコ政府がはじめからインフラ整

備を行なって外資誘致をはかっている点が特徴的であ

る。したがって，日系企業としては少ない利益のなかか

ら最も有効に還元を行なう方法は何か，ということを考

える必要があるしまた現に考えてし、るようである。

こうした一般的背景のなかで，これまで行なってきた

ものは，個別の金品寄付から役務提供まで幅広しのt，文

化，一般教育面で技術訓練の分野では，次のようないく

つかの特徴がみられる（第1表参照）。

＜教育＞ 進出各社による日塁学院（LiceaMexicano 

Japones）建設ヅログヲム， Yamahade Mexico社の「守

楽文盲j一掃への寄与， Nissan Mexicana干上の奨学金

支給など。

く文化・スポーツ＞ Nissan Mexicana社の社会スフt!

ーツ・センター構想， Suntoryde Mexico社の美術展

などc

〈研究開発＞ Nissan Mexican且社の排気ガス分析セ

ンター（Labofatoriode Analisis de Emisi6n de Gases) 

開設など。

〈技術訓練＞ Dina Komatsu Nacional社の中米地

域訓練セン9ーのメキシコ誘致計画たど。

くインフラ整備＞ 在嬰日本人商工会議所投資促進委

員会で可能性を検討中の日系企業によるグアグヲハラの

労働集約的中小企業団地造成計画， Suntoryde Mexico 

社の道路整備など。

〈生活環境改善〉 Laboratorio Takeda de Ivfexico 

社お上び NissanMexicana社による輸出用木箱の容付

（市民が家具に使用〉。

＜医療・保健＞ Laboratorio Takeda de Mexico杜

による一都臨品，抗生物質などの寄付など

〈社会福祉＞ Yamaha de Mexico社の感化院に対

する型軽器の大量寄付など。

）：／，上の号、，日墨学続のような両国政府および民間企

業による一体的な文化交流，教育普及の分野における還

元行為は，今後のあるぺき擦を象徴しているものという

ことができる。

3. 上毘！こ対する現地側の評価

日系企業の社会還元行為に対する評価は，現地側主体

によって異なることはないよろである。たとえば，日塁

学院建設が政府の教ff行政に巣たす役割i士大きいし，｛主
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民もまた直接に恩恵を蒙ることになる。 DinaKomatsu 

Nacional社が中米地域訓練センターの本部をメキシコ

に誘致したことに対するメキシコ政府の期待はきわめて

大きいし，また中米地域全域にわたる技術訓練の点でも

各国技術者肉体からの詳細も高い。また， Ni同 anMe-

xicana社の分析センターもメキシコの大気汚没下方止に

大きく貢献し，政府は異常な関心を示し，また一般住民

からの評価も定着している。

4. 還元行為を行なっている現地事業所に関連する事

項

(1）動機など

一般的には，日系企業側も指摘するように，企業が利

益を離れて還元を行なうことはほとんどないものと思わ

れる。したがって，ほとんどの事例が，将来の卒業拡大

に何らかの形で結びっくものと湾えられる還元行為であ

る。また，それだからこそ， II塑学院計画は災色の存在

であるということができる。

(2）資金上の問題

前出のとおり，在メキシコ 11系企業は利益が少なく，

現地事業所白体が還元するにしてもきわめて少制のもの

でしかない。日薬学院の場frt，布H組会社が負担する

ものがほとんである。

(3）実行上の問題

まず第 1に，在日親会社の理解不足があif.'，れよう。

在メキシコニ子会社側としては‘現地の事情を十分に理解

したうえで，ひとつの社会還元行為を行なおうとするの

であるが，親会社の判断とかなり異なる場台がしばしば

である。

次に資金問題との関連では， i塗元行為の継続のむずか

しさと還元行為に伴う「人」の問題があげられるつたと

えば，日塁学院の場合でも，建設費はともかく，その後

の運営資金に明確なメドをたててはいないしまた学院

経営に資任企もってあたる人（事務職，教織とも）の確

保にもかなりの不安が残されている。

5. メキシコにおいて社会還元をより効果あらしめる

ための方策

日本人出向符の大方の意見としては，少なU、手I］益の中

からの社会選元であるので，個別企業ごとではなく，共

同行為によるものが有効？あろうということである。

さらに，日墨学院のように広い意味での経済協力プロ

グラムが生まれつつある現在，わが国政府に行政の一元

化を望んでし、るようである。

筆者の例人的見解によれば，まず第lに．社会還元と

翠擦回避とは必ずしもワンクしない。一般的に製造業分

野での日ごろの還元行為が，企業にプラスをもたらすこ

とはあるかもしれないが，超敏感（super-sensitive）な分

野（たとえば資源開発分野，地場企業の多い分野）での

還元は，国有化， i司氏イヒのさいに免責要件とはならなし、

であろう。還元はあイまで企業の意思による自発的行為

であり，これをどう評価するかは，受入れ固に委ねられ

ているわけである。

第2に，還元行為は受入れ国の社会開発に長期的にプ

ラスをもたらすものがよい。その意味で法，文化，教育

所での行為が評価されるように思われる。

(itl) メキシコ！nJけ外関投資全体の80%は，アメ

りカのものであり，メキシコの輸出全体の65%がアメ

、カ l••J け， また輸入全体の65%がアメリカからのもの

？あるのさらに，ケト人観光客の80%がアメリカ人であ

る。

町 ブラジノレにおける日系企業の社会還元行為

1. 社会還元行為lこ対するブラジルの要議

企業の本体事業に対寸るブラジノレ政府の直接的な要請

はないといってよい。工業開発審議会（CDI〕の議長補

佐官であるヴ fエイラ（AlbertoVieira）氏は， 「企業の

社会的行為は，企業活動の認可の要件となるものでもな

く，また決定の中心となるべきものでもない。ただ一般

的な判断をくだす弓えマは好ましいものであろうJと述

ぺ．また，ヅラジyレの人口増加率は年2.5%であり，こ

のため地域開発，マンパワー・トレーニング，医療援助

などの分野で政府を筏功することが望空しい，としてい

るc

一方，サンパウロ州工業連盟（下町lerai;塁。 d酪 Indus-

{ias do Estado de Sao Paulo）会頭のエグリス（Theo司

baldo de Nigris）氏は， 「日系企業が社会還元行為な

どの活動をするのなら，それはそれでよいが，そうした

活動を期待することはない。日系企業の摩擦隠題はまハ

たくないし，日系企業が日系コロニアと結びっくのは当

然であり，日本のブラヅル向け投資が今後増えるとして

も，今までのように政府の政策にしたがη て行なわれる

かぎり問題はなし、iと述べている。

叫のように，ヅ与ジルの指導者“！留かムは社会還元行為

に対する期待または積極的な評価はあまり聞かれない。

むしろ，現段階では，社会還元行為を行なろより，積根

的な政府の政策iこ応じた投資が期待iされているとし、え

るのただ，企業の外延的な活動の実態からみると，社会
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還元活動への要請は，潜在的にかなりあるとみなければ

ならない。

2. わが閤企業による社会還元行為の概要と性格

ブラジノレ日本商工会議所は，さきの経間違ほかの P投

資行動指針」を受けて， 74年に「ブラジ、／レ固に於ける経

済行動の具体的指針」（注1）を発表し，その項目第9でブ

ラジル社会との協調・融和のため，ブラジルの教育，摂

ti!：などへの賞献に努めることなどを沿っている。

これまでの実緩はかなり多いが，今同の調査でわかっ

た社会還元行為は，およそ次のとおりである（前出第1

表参照）。

く教育＞ 進出各社によるサンパ！？ロ大学日本文化会

館建設資金の一括負担， Kanebodo Brasil社による小

学校建設， Toyobodo日rasilt土によるサンパウロ大学

への寄付， Toyobodo Brasil社による日本文化協会奨

学金への拠出， LanificioKurashiki社による市立図書

館への寄付， Ishikawajima do Brasil社によるサンノ：

ウロ大学へのフィルム寄贈など。

＜文化・スポーツ＞ Yalζult干土による「ミニ・オリ

ンピック」主催，同社のテニス・コート開放， Toyobo

do Brasil社による市民プールの寄隙， USIMINAS社

による休育館の寄附， LanificioKui ashiki社による体

育館の寄贈など。

＜技術訓練＞ :--JEC do Brasil社による技術訓練セ

ンターの公開， Howado Brasil社による技術教習セン

ターの公｜銅， Ishikawajirnado Brasil 社による技術訓練

センター公開構想、など。

＜インブラ整備＞ Cia目 Siderurgicade’rubaraoに

よる歩道橋の建設， Ishikawajirnado Br加 ii社による橋

の建設など。

く4：活環境改善＞ Fertilizantes Mitsui社による ti

本庭闘の寄贈， Ishikawajirnado Brasil れによる近隣住

民への奉仕など。

＜医療保健＞ Kyoei do Brasil社による日本人移住

者の緩護協会に医療器具の寄婚， Cia.Brasileira de 

Filrnes Sakuraによる住民への医療協力など。

く社会綜祉＞ Kanebo do Brasil H：による社会事業

積立金， Yaohan do Brasil社による食料品寄付， Ishi-

kawajima do Brasilおよび Cia‘Brasileirade Filmes 

Sal《ura社および Safron’l'eijin社に上る孤児院および

養老院への寄付， Cia.NHK-Cimebra による街灯の主主

設など。

くその他＞ Komatsu・FNV社によるブノレドーザー寄
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付，各社による種々の寄付など。

3. 社会還元を行なっている現地事業所に関する事項

(1）動機

社会還元行為の実施にあたっては，企業の創立記念行

事として社会還元を行なおうとする動機がめだっ。たと

えば，ブラジル康和，東洋紡の20周年，ウジミナスの17

周年，ブラジル倉敷の15周年。ブラジル協栄生命の5周

年などであるの直接的に利益還元を動機とするものは，

ブラジル・ヤクノレト，また継続的ではないが操業後はじ

めて出た利益を還元するということでサフロン帝人，本

社ビル完成移転の記念ということでブラジル住銀，進出

記念ということでJI!鉄，ソニーなどである。少額の寄付

を除けば，ほとんどが自主的に，積極的に地域社会との

融和をはかつており，また進出が古く，安定的な経営を

行なっている企業が多いことが特色である。

(2) 経営上の意味

直接的に事業を際連した？士会還元行為の事l71jは，技術

語11練センケーであるが，これは投手！？水準の向上，妓術移

転をはかり，従業員のみならず一般にも開放する構想で

あり，現地で積極的に評価されている。

その他の争ーがjでは，地域社会との融和をはかり，それ

が企業のノ Jージ・アップiこdヲながるとの間緩的な意味

をもっているものといえようっしがしながら，より典型

的な事例をみると，地域社会との融和を社是とし，経営

上の理念に基づいて社会還元行為が行なわれている。た

とえば，ブラジノレ鐙紡では司税引後益の10%をtl：会事業

積立金とする制度をもっており，ブラジノレ倉紡では f進

出企業ではなく羽地の企業である」ことを創業の精神と

L地域社会との融和をはかっている。

(3) 資金上の問題

今回の調査に関するかぎり，社会還元行為iこ必要な資

金はほとんど全部現地資金によるものであり，現地のこ

とは現地で，という方針が貫かれている。この点は，先

述のメキシコの日系企業の場合とかなり異なっている。

なお，川鉄，ソニーのケースは，実際には日本本社の負

担であるの

今後，この種の行為を総統的iこ行なうためには令前記

の国際協力事業団の資金を使用することも検討されるべ

きであろう。

(4）還元行為実行上の問題

企業が社会選元行為を自ら行なうことを決定したとし

ても， f可をどのように行なうかについてはまた出題があ

る。少なくともブラジル側に評価されなければ余り意味



Ⅳ　ラテンアメリカにおける欧米系企業の事例
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がなし、。今l~J収集 L たケー λ の多くは，ブラジル粉、ljのニ

ーズを事前に打診したうえで実行されていた。

しかしながら，ブラジル側のニーズからだけではなく，

維持運常出および実行上の法的制約iliiについても配慮が

必要である。たとえば，レシフェの繊維工業書！！線センタ

ー(It2）の例では，維持費，講師iなどについても運営面lで

むずかしく，ブラジル倶IJへの移管後における技術教育の

1/riで十分な効果をあげているとはいえない面もある。ま

た，ブラジル鐘紡は，税引後益の10%を社会事業積立金

と十る制度をも－＇ているが，その昔話度を運用し，還元行

為を行なうにあた d yては法f内制約に抵触して実行凶難な

ものが多いとしてし、る（たとえば‘大学，病院；：立立のit

手続など）。

15) P Rとヅブジyレの：tfj兄

日系企業による還元行為のPRは，自ら積極的に行な

うことはないよりであるのただ，サンパウロの邦字新聞

一『サンパヴ ¥I$Ir聞』『パウリスタ新湖』など に

は、これム ll系企業の行為が大きく写真入りで報道され

るのが通例である。現地ブラジル新聞にも報道されてし、

るj'i1Jも多くみられるが， ？で般に企業側；こ社会還元行為が

品種の売名行為とみられるのではなU、か， とu、う心瑚1{]

な負胞があるように思われる。一般にブラジル人は開放

的、で小心：であり‘ rl¥Jわれたら訴えるという姥え日な態度

はブラジル人にはわかりにく u、。誤解を避ける意味でも

積極的なPRが必要であろう。

4. ブラジルにおける社会還元行為をより効果あらし

めるための方策

まず，地元日系の有識者の意見を二つほど紹介しよう。

第 1 に，ブラジ’レ I~ 本商工会議所専務理事山本勝造よその

怠見は，次のとおりである。すなわん．企業手l];f..¥jcl.，地域

社会への還元は，他国からの進出企業より実際的かつ活

発に行なわれており，申し分なし、。一トンパウ戸大学にお

ける ll本文化会館建設の，l'I’｛11日は，これからではあるぷ期

待できる。日本は，その経済進出に比dこて文化交流は露：

質と ιに落差が一人きすぎる。ほかの先.i1tll4が主主；1i;tι政府

予算によ e Jてめsましし、文化活動をしてL、ることにi七へ

てあ tりに見劣りしてし、る、文化活動力九、まのようでは，

E：」ノミ・ソ 7・ア二マルとi.t L、わない去でも， II本人に

対十る誤解はi燈けられないn {f:業の行動m準や企業人の

ガイドラインに熱心になるのに並行して，日本の文化

の普及も忘れてはいけないど考えるつ EL、う怠見であ

る(1)3）。

次に，サンノ4ヴロ大学教授の斎藤広志氏によれば，オ

弓シダ企業：は進出前にまず移住地域の青年男ムーのもの必

考え方から調売をはじめている。その結果，学校をつく

りたいということがわかって，学校づくりから着手して

Lι。かれ，・，；土，問題は閣と企業との関係ではなく，企

業とコミュニティとの関係にあると考えたからである。

このような点につし、て， ll本人は発想、の方法を根本的に

考え直す必安ーぷあると斎藤教授は指摘してレる。

筆者のjjij人的見解によれば，企業のイメージi土，社会

還元行為によってのみ高められるものではなく，本体事

業の活動自身の貢献とキ，』まってはじめて効果的なものと

なる。現；こ‘ j子｛同のi高い社会還元行為をみると，いずれ

もが本｛本事業活動の実績をもった企業によるものといっ

てよい。また，成功企業といわれる企業は，社会還元行

為；こ対しても確闘とした思念をもっている。理念は，現

地サイドだけでなく本社サイドによって裏打ちされたも

のでなくてはならなU、。大助的にみると，個々の企業に

上る社会還冗行為の効用iこは限界がある。兵体的には，

:ti乙交流などのi新でのわが国政！／＇.jv'）活路の泌が求められ

よう。

( il. 1 ) ,t文l工，仏井・イiLIi制 的純計： 14（）～14,1 
" .. 

d、、ーーシ〆。

( ii. 2 ) 1962ifから73年まで｜｜小、がH術協）Jをiiな

、プラシル＇JIJJ，こ引き絞がれたc

(i.U) Ii iノドLC:＇二、 II’i :n r ，す／んl!iliこ，，；ける経Hr
1J肋のJし休（1'0Hr JI J策定のわかメンバーのお‘人であ

-, tこs

IV ラテンアメリカにおける欧米系企業の事例

1'1(J述のとおり，日系企業の場f,, ペブリ，ケ・リレー

ザ／ヨシズの紋L、には余：J航れていないようてあ t，もう

少し積極性のある活動が期待される。この点で欧米系企

会の事例が参考になるものと恩われる（第2表）ι

米系企業の場 f,，ス勺ンフォー！と研究所信RJ)内.，！

査結果によると，現状では社会還元を行なっているもの

は多くない削 I）。しかしながら‘イ了；識汚は， IIキあるごと

にこのJfliむの蚕要tHこ／八、て指摘し司、るの

たとえば，在翠アメリカ大使のジョーハ（.IりおじphJoli11 

lo川1）氏は，次のように述へている。

「外i斗投資とくに多国籍企業が批判の社象になソ仁

いることはよくわかってし、る。一・・多国籍企業が直面

する世界情勢がますます困難になってきたという事実

もにかかわらず，＇＼ jlfijの課題は1副長できなしイjのでは

なレ。われわれは変化の激しい時代に生きている。湧

I 2ラ
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第2表 欧米系企業のラテンアメリカにおける社会還元行為例

現 地 λ 
斗ι ：長 名 1受入れ闘｜ t±一ム主す五一五の内 勾

1アレゼンチンi；羽司を
ブ ラ ジ ノレ 風士．病研究所を設立，熱干帯病i込？白，述邦政1H，州政fHと

｜協力して動物に対する薬をテスに。

｜コロンビア｜苓金を設置して，技術研究所設立を扱助。

Cia. Gillette de Argentina 

Johnson & Johnson do Brasil 

Whirlpool 

Alcoa 

Alumina Partner of Jamaica 
(ALPART) 

Becton, Dickinson de M品xico

｜ドミリ共和国
ジャマイカ

（メキンコ

lメキシコ

Qt[日を設会して，地元協同組合なとに資金をff;、船。

f主体i者養成訓練計四lを実施して，現地の「プレーン・ト
レインJ f頭脳流出〕を抑える。このため，ジ·＼• －，イカ
に帰国させる伺当額の奨学金を提供。

きjめて寸；れf二本1画的と技術研修センターを・般，；，］け
' に公開。

~号／，J,'j丙撃 i区のキャンベーンを恨開し，在メキシコ・アメ
1；ーっ尚工会議街PR笠を受賞。

Volkswagen de恥iexico

Carton y Pape! de Mむico メ キ シ コ メメシコ j；よじラテシ 7メリカのグラブイックアートの
？？及， 1,,j上と来いメキ γ コ人芸術家の養成に貢献し，上
記PR賞を受賞。

メ キ ン コ：土！日有ii輔を主主，没し，連予，；0 Chicle Adams 

I Iojalata y Lamina 

Olin Quimica 

Encyclopa制liaBritanica Educational ！メ キ シ コ t 州政府 tこプイヘム・ライノt ラリー士＇／.1勝。~： fr·· イんム
(EBESA) I l阪必lこ際してアメりゾJの市価の半額を補助。

Ford Motor Co. ！メ キ ン コ｜こ Hまとに 100以.l.:の小学校を建設し，「ブオード学校」
してIE妓の文部宵の従業をfrなりう全ド;]ffりb！，ぬで， E主
体I教ftツコグラムをt英雄。，、子 f ーン，地主，洪水

ーの1堅守J千の殺i功プロゲラムをiffroLJJ：の 7べてに上
PR賞受賞。

i也J与え／il(lこfV：料 1／（ シスラムイ：柊怖i。小’Ji交をり：再生，’；~Rr： υ

ハ／・アメ＇・ぐン量産 J主）（－：；，lζ プ＿.，行事水占ljを 1：ラムかk
tJl .JOQ制作I fなお， この結果がHbにで，年ン； ＇｝ オー
ル・オリンピァクでこの浄水剤を YYI：げ）。

地iじ小学＇1lこ牧市ゾログラ人をデモンス lレーション。

メキシコ

メキンコ

Pu,ina コシキ，《J

Singer Mexican孔

メ 吋 ン コ ・ft立に機Jlt¥''U司安を街路'iっ j環境政／illf,11］＇主 qc.,:・"j:1{0を詰1:
日l!jる公許！：う：［，プログラムを実施，：c

メ キ ン コ I 1 ,r,c 500人u上の公立学校教員に対して， iンン，制
｜み機の ffJj/,)11料。ユカタン州政府lこ協力してiY..’裁業の,Jil
1 線ハ

メ ペ ン コ Jぇ俗学校tこ1ーター， iジン λs＇＇／ンョン， II:f!J：車部品’i

を守Hofo1f, ~·. 凶！尾fl,¥C l'I動車やJ111.・.，ンテ 7 i 0 調査研
l究とスモッグ防御を相勺する政府技印tif[ Jr,tして境学金制
｜度。

Union Carl山le

Chrysler de Mexico 

rni rJf〕 Economic Nationalism in Latin .Ami'’rica: The Challenge ,md Cοゆο口itelむヘj,onse,>iew York, 

日usinc日 InternationalCorp. 1970；λfcxico: Operating for Profit in a ( 'hanging l,farket, New York, 

Busine:ss Internal ional Corp., 1971，ορerating Su山町ザullyin a Ch山 1gi11gJ;razil, New York, Busin回 S

lnti,rnatiけrrnlCorp吋 197S;MEX-.¥M Rei'i利口， Nov.1975; Th,・ :¥lmwgcment fゲInternational（‘川'j>oralt-’

Citize’mhif•, W出 hington,D. C.可！日ternatiのnalManagt1ment and ！？引elopmentInstitute, 1976；『泌外山場』

1974°1 J )J '.5，など上り f'l'I点。

3あがる「ψシ斗｝リズム， 発Ii~途 I :[1斗iυ＞i!.i:fUヒ章J；ノf争／（. 1・，せ主与 ｝） ；）、を見U、／ルニ寸♂よとによ－ (, 

どが、 i毎外・11::r::1活動を ！説複雑な《3♂）にしてし、ゐ A 以llリをl役以し，ア＇ ＇） ：力国民(I)u 18と繁栄の効果を会

今日のビジネスは，社会奉仕事業や地方の開発プ11 得する”というボリーパル（Bolivar）の高湛な願望を

グラムに捲2'込まれているものの‘製品によ.，てそれ 遂行す，むことになるuJ（注2)

と結び、つくことはきわめてわずかだある。 さらに，｛J:准アメリカ言論業会議所会頭のJ、イズ（Merle

企業は，企業活動の範囲を拡げ，企業が有在する祉 B. Hayes）氏は， 「メキシコ社会と地域社会は，フリー

会経済コミ斗コティーの構成体となり，企業内行を知l エンタプヲイズと外［:m資本に関して， jキシコ人の＜ 1 
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Ⅴ　要約と今後の検討事項
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一’「－－－→－「～－－～ザ一一一一一一一ー一一一一←一、一一一’「一一‘ 現地報告・－ －「一一
ンド形成の過程にあり，米系企業側としても，ピネジス

の社会的価値について，市民が合理的かっ積極的な評価

をくだせるように，文字で示すよりも声を大にして行動

で示すべきであるJとしている｛注幻。

また，同商業会議所属1］会頭代理のウィヒトリッヒ（A

R. Wichtrich）氏は， 「企業の社会的責任を果たすには

遅いが，遅すぎるわけではなU、c その決定と解決はわれ

われの手中にあり‘フリー・エンタプライズの将来はわ

れわれの迅速かっ賢明なる行動いかんにかか〆》ているj

と警告している（住4）。

以上のようなし、くつかの発1から‘米系企業の場合，

大方は利潤追求，本国送金を主たる円的としながらも，

社会還元については次第に真剣にとり組みはじめてヤる

ことがわかる。

在墨アメリカ商業会議所は．世界各国にあるアメリカ

商業会議所のなかでも最も大きくかっ最も活発に活動し

ているが．同会議所では， 73年からf半年を通じて最も手

ぐれた社会的活動を行なった企業に対して「ボチテカ賞j

(Pochtecaはアステカの断業のシンボノレ）を授与し，こ;IL

を表彰している（注5）。 7:l年には、小学校建設プ口グラム

と奥村教育プロゲラムをfrな J た ForrlMotor社が受賞

し 74年には糖尿病の撃退キャンベーンを展開した Be阻

cton, Dickinson de Mexico 社が受賞している。

75年からは，ポチテカ賞の範聞がひろげられ，

(1) 地域社会との関係（CommunityRelation巳）

(2) 企業キャンペーン（InstitutionalCampaigns'i 

(3）従業員との関係（EmployeeRelations) 

の3部門に主主献のあった企業を表彰することにな－， t：。

まず， 「地域社会との関係」の部門では司災害救助ブ。ロ

グラムを行なった FordMotor社主主受賞し， r企業キャ

ンペーン」の部門では，メキシコおよびラテンアプリ

カのグラブイヅケ・アートの向上普及と析し、メキシコ

人芸術家の育成に貢献したCartony P況pelrle Mexico 

ti: (ContaineγCorp. of America tLの子会社）が受賞

L，さらに「従業員との関係jの部門では，干｜長直属のヂ

fレクゲーの任命によって従業員との問係をな盗塁塁して成

功Lと ChicleAd白ms（九V出刊汀.Lambert f｛：の子会社）

が受賞している η このように，少数の企業は真剣に Zキ

シコの経済や地域社会に氏献しよう止しておに ポチテ

カ貨はこうした企業に与えられる奨励賞であるといえ

る。

74年 3月には，アメリカのコンファレンス・ボード

(Conference Board）と在墨アメリカ大使館が協力して，

在墨アメリカ商業会議所が，企業の社会的責任に関する

セミナーを！滑催している。さらに2年後の76年2月に；主，

74年セミナーの発展として再度セミナーを開催してし、

る。そのさい，企業銀I］としては問題の所在はわかりなが

らも，いかにして社会還元を行なうかという方法をつか

みかねていたようである。現在，企業慨は，さきのポチ

テカ賞の体験をもとにまた新しい社会還元方策を考え，

実行しつつあるようである。いずれにしても，米系企業

は広義のPRについては，日系企業の比ではなく，わが

悶として学ぶべき点が多い。

〈注 1) Stanford Research Institute, op. cit., PP. 

115-116. 

(it 2) MF:X-.4.M Revieu・ (Apr. 1976), p. 5 

（注 3〕 Ibid.,p. 6. 

（丹.4〕 Ibid.,p. 7 

〔145）“1975 Pochteca Awards，”」i¥JEX-£1MRe-

t’ie即（Nov.1975), pp. 4-9. 

V 要約と今後の検討事項

東南アジ／地域と異なり，ラテンアメリカ地域の日系

進出企業のif動に付する社会の見方は陰湿でなく，＇｝： 1Jり

切れている。わが進出企業による社会還元行為L 欧米

系企業の場合と同じく，大規模でモニュメ乙ヲyレなもの

が行なわれ，好まし い評価を得ているつ

メキシコにおいては，①アメリカとの摩擦の歴史は長

く，このためア／ !Jカ系会業が社会還元行為を行h－， て

いる，②f本国を重んずる誇り高U、国民性から，国家威信

を高める社会還元iT為を評価する，低利益処分に闘し，

法律によって定められた比率を政府に納付する制度があ

る。

ブラジルにおb、ては，④70万人を超える 11系人が店0:

しかが！司選出命議の討会還1乙行為j,. 日系人社会主：対

象とするものと ｝般7・'7ジル入社会を対象にした j ) 

が永ゆら,iL ,.'.,, Z，従業の心念）i業と LCfJi'，還元h.！.川二

行なわれる。

｛〈欠米系か設の； T ;,-f .l IJりにおirふtl:±,i活必fr / .. 1，り

特徴は， f1) .1で11，のI》R活動のひとつとして、 iiiよ外1r~itru>

,i ，で位置’｝けられ亡し、叫‘叩~，； rJ：に if1f タト PRv'＞担当 fiよ能

を備えている，C言、立ずし ι利益i登元と w、う発想ではな」、。

以上のような状況にかんがみ，今後，わが国進出企業

の道元行為については，？？；の主ろなJ去を検討寸る必s裂が

あろう。

i:fj lに，わがIIJ政府および対外は，本社およびi込山企
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誌に対して，これらの行為が，単に桝々のイI＇：業のイバー

ジの改善だけでなく，わが国国民全体の潤蕊であること

が瑚解されるよう指導することが必要である。

第2に，在外公館など在外政府関係機関は．トi系企業

に対して，企業が大同小異の行為を；重複して実泌するの

を避けるため，専門的知識技術に誌づく関連情報の提供

または相注調主主の任にあたることが有効である。

第3に，企業は，社会還元行為の実施にイ、'I'.うベヅリシ

ティなどPR活動を企業努力によって適切に行なう必要

がある。

第4に，日系企業が多数進出している国では， i羽詰l／、
ースによるそニ L メンタルな社会還元行為を実施するこ

とが禦ましいのニの場合，文化的社会的な分野でOlfj叫ん

的な事業にプ）｝誌をおき，受入れi過の浮lf史的威信をi会jめる

もの‘受入れ｜到の各界指導音，オヒーニオン・リーダーに

i何接訴えるようなものである必要がある q これに伴う資

金調達については，在外公館お上びわが国本間政府・財

界が，わが同進出合業の組織化を指導・支従じご解決す

べ~である。

エピローグ

以上の上うな社会還元の方策に十分留意 Lて実胞した

としても，なおかつ還元行為が海外投資摩擦！日避の有力

な手段となるわけではない。

とくに，外資に脳敏感な分野たとえば資源開発分野，

J-,l;幹産業分野においては司 Wif；の［J系企業の社会選Tc行
為にもかかわじf, 千羽の経済開発政策を実績；ーするうえ

で必要になれば‘受入れ国政Jl'.Tはい〆〉ヤも間有flっ，同l¥!:

化をf子なうのである。したがって， i選冗行為だけではす？

千空しい努力に終わるということもL‘える十 しかL, 11 

J ろ受入れ｜耳目〉一般rliJ℃と銭般の多ャー般製造業‘ i積雪t
-c （土，還元行為を実行l，ないよりはした｝jグ；上し、とし、う

ほどの意味はあるわ

II系企業の幹部は，社会選jじに上る企業，i'Hrlli上り t、

投資本体力：侵入れ同開発にりえる 1ユベク｜（どとえば

い4際収支効果， l11f月J治i]il＼効県など）をこそぷ侃十J LきF

あると＋以ナることが多い。生ことにお然；ヤあるが，そ

の上うなことは，受入れ凶政府間｛系にイ＞ j リ？併に；，J

1て：t¥"f二の話、IIJはあ ＇－-cも、 ti・-fかL,h'UI数字t士一時t

iii}（に余り｜関係が沿い門

以上のことから，進出企業としては，主ず‘ fサ汁，fタト

I可燃'tiノ円二ス・シ hψ トJ(foreign investment 1凶 i凡nee

sheet) （住］）詮fh¥J:L, これに｛；－れせて社会選ブじ純潔：を鈎

年公炎すふる， というjil,j凶iの努力が主力条｛めであろ＇ l。
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